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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板上に設けられた絶縁層と、
　前記絶縁層上にそれぞれ設けられた電子を注入するための第１の電極と、正孔を注入す
るための第２の電極と、前記第１の電極及び前記第２の電極と電気的に接続された発光部
とを有し、
　前記第１の電極、前記第２の電極、及び前記発光部は、それぞれ第１の単結晶材料から
構成され、
　前記発光部は、前記半導体基板の基板面に対して垂直方向に形成され、１０ｎｍ以下の
膜厚を有する薄膜であるフィンからなり、前記第１の単結晶材料の酸化膜で覆われており
、
　前記発光部の前記フィンの材料はIV族半導体であることを特徴とする半導体発光素子。
【請求項２】
　前記発光部は、複数の前記フィンを有していることを特徴とする請求項１に記載の半導
体発光素子。
【請求項３】
　複数の前記フィンは、導波路で覆われていることを特徴とする請求項２に記載の半導体
発光素子。
【請求項４】
　複数の前記フィンは、前記発光部の発光波長の半波長間隔で並んでいることを特徴とす
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る請求項２に記載の半導体発光素子。
【請求項５】
　前記薄膜の材料は、間接遷移型半導体であることを特徴とする請求項１または２に記載
の半導体発光素子。
【請求項６】
　前記ＩＶ族半導体がシリコンであり、かつ、前記シリコンの表面の面方位が（１００）
面、もしくはこれと等価な面方位であることを特徴とする請求項１に記載の半導体発光素
子。
【請求項７】
　前記導波路がシリコン窒化膜によって形成されていることを特徴とする請求項３に記載
の半導体発光素子。
【請求項８】
　前記導波路が、前記導波路を構成する材料の屈折率に比べて低い屈折率を有する材料に
より覆われていることを特徴とする請求項７に記載の半導体発光素子。
【請求項９】
　前記半導体基板上に設けられた受光素子と、
　前記発光部と前記受光素子とを接続する前記導波路とを有し、
　前記導波路は、シリコン窒化膜で構成されていることを特徴とする請求項３に記載の半
導体発光素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体発光素子、それを用いた光電子集積回路およびその製造方法に関する
ものであり、特に、電気的な信号処理を行う半導体集積回路と混載した、高輝度の発光ダ
イオード、ゲート電圧で光強度・波長を制御可能な光トランジスタ、シリコンレーザー素
子、受光素子および導波路を集積した集積半導体素子及びそれらの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット産業を支えるブロード・バンド・ネットワークでは、光通信が採用され
ている。この光通信における光の送受信には、III-V族やII-VI族などの化合物半導体を用
いたレーザーが使用されている。
【０００３】
　化合物半導体レーザーには、様々な構造が提唱されているが、ダブル・ヘテロ構造が一
般的である。ダブル・ヘテロ構造は、２種類の異なる化合物半導体を用いて、バンド・ギ
ャップの小さい化合物半導体をバンド・ギャップの大きい化合物半導体で挟んだ構造をし
ている。ダブル・ヘテロ構造を作製するには、基板上に導電型がn型、ドーピングしてい
ないi型、そしてp型の各化合物半導体を連続的にエピタキシャル成長させ、垂直方向に積
層する。その際、間に挟まれているドーピングしていないi型の化合物半導体のバンド構
造に注意をする必要があり、n型とp型の各化合物半導体よりもバンドギャップが小さく、
i型の伝導帯レベルがn型の伝導帯レベルよりも低く、i型の価電子帯レベルがp型の価電子
レベルよりも高いことが重要である。つまり、電子及び正孔がともに、i型の領域に閉じ
込められる構造となっている。そのため、電子と正孔が同じ領域に居やすくなるため、電
子と正孔が衝突して対消滅する確率が高まり、結果として、発光効率をあげる事ができる
。また、屈折率はバンド・ギャップが小さくなるほど大きくなる傾向があるため、i型の
化合物半導体の屈折率がn型やp型の各化合物半導体の屈折率よりも小さい材料を選ぶ事に
よって、光もi型の化合物半導体に閉じ込められることになる。閉じ込められた光は、反
転分布をつくっている電子と正孔の再結合を効率よく誘導するため、レーザー発振するこ
とにつながる。
【０００４】
　このように効率よく発光する化合物半導体を用いた光通信によって、長距離情報通信が
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瞬時の間に大量に行われている。すなわち、情報処理や記憶はシリコンを基幹としたLSI
上で行われており、情報の送信は化合物半導体を基幹としたレーザーによって行われてい
る。
シリコンを高効率で発光させる事ができれば、シリコン・チップ上に電子デバイスと発光
素子をともに集積化させる事ができるため、その産業的価値は甚大である。そこで、シリ
コンを発光させるという研究は膨大に行われている。
【０００５】
　しかしながら、シリコンを高効率に発光させる事は難しい。それは、シリコンが間接遷
移型のバンド構造を有しているからである。間接遷移型のバンド構造とは、伝導帯のエネ
ルギーが最低になる運動量または価電子帯のエネルギーが最低になる運動量のどちらか０
でないバンド構造を指す。シリコンの場合には、価電子帯の最小エネルギー点は、運動量
が０になるΓ点であるが、伝導帯の最小エネルギー点はΓ点にはなくΓ点とＸ点の間にあ
り、より具体的には、格子定数をaとして、k0=0.85*π/aと定義するならば、(0、0、±k0
)、(0、±k0、0)、(±k0、0、0)の６点に縮退して存在する。この様子を、図１Ａに示す
。
  これに対して、化合物半導体の多くは、伝導帯も価電子帯もΓ点に最小エネルギー点が
あるため直接遷移型の半導体と呼ばれる。
【０００６】
　次に、何故、間接遷移型の半導体では発光効率が悪く、直接遷移型の半導体では発光効
率が良いか説明する。
上述のように、半導体素子で発光させるためには、電子と正孔が衝突して対消滅し、両者
のエネルギーの差を光として抽出しなければならない。その際、エネルギーと運動量の保
存則が共に満足されていなければならない。電子は伝導帯の中にエネルギー準位をもって
おり、正孔は価電子帯の中で電子がいない部分のエネルギー準位をもっている。両者の差
が光の持っているエネルギーになり、エネルギーによって波長が異なるため、伝導帯と価
電子帯のエネルギー差、すなわちバンドギャップの大きさが光の波長、すなわち色を決め
る事になる。こうして考えると、エネルギーの保存則が成立する事に格段の困難さは見い
だせられない。
【０００７】
　一方、発光には電子と正孔の衝突現象が関与するため、運動量も保存されなければなら
ない。微視的な世界を支配する法則である量子力学によると、電子、正孔、光子（光の量
子）は共に、波でもあるが粒子として散乱されるため、運動量の保存則が成立する。運動
量とは、定性的には、衝突の際に粒子をどの位の勢いで弾き飛ばすかという事を定量化す
る尺度である。光の分散関係（ω=ck、 ここでωは光の角振動数、cは高速、kは光子の運
動量）やエネルギーから、結晶中の光子の運動量を見積もるとほとんどゼロとなる事がわ
かる。これは、光が衝突する事によって物質を弾き飛ばすという現象があるとしても、そ
れによって物質が散乱される影響は非常に少ないという事を意味しており、我々の直感と
も一致する。
【０００８】
　一方、正孔もエネルギーの最小点がΓ点にあるため、ほとんど運動量を有していない。
しかしながら、間接遷移型の半導体であるシリコン中では、電子がΓ点にほとんど存在せ
ず、Ｘ点付近のエネルギー最小点に存在するため、大きさでk0=0.85*π/aもの大きな運動
量を有している。
【０００９】
　従って、シリコン中では、単純に電子と正孔が衝突する課程では、運動量保存則とエネ
ルギー保存則を同時に満足させる事ができない。そこで、結晶中の光子振動の量子である
フォノンを吸収または放出するなどして、運動量保存則とエネルギー保存則をなんとか同
時に満足できた電子・正孔対のみが光に変換されることになる。このような過程は、物理
的に存在しないわけではないが、電子・正孔・光子・フォノンが同時に衝突するような高
次の散乱課程であるため、そのような現象がおこる確率は少ない。従って、間接遷移型の
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半導体であるシリコンは極めて発光効率が悪いということが知られている。
【００１０】
　これに対して、直接遷移型の化合物半導体の多くは、伝導帯も価電子帯もΓ点にエネル
ギーの最小点が存在するため、運動量の保存則とエネルギーの保存則を共に満たす事がで
きる。従って、化合物半導体では発光効率が高い。
非特許文献１には、発光効率の高い化合物半導体を用いたレーザーを化合物半導体で作ら
れたバイポーラ・トランジスタで駆動するトランジスタ・レーザー素子が報告されている
。
【００１１】
　上述したようにバルクの状態では極めて発光効率が悪いシリコンであるが、ポーラス状
態、あるいは、ナノ粒子状態にすることで発光効率が上がる事が知られている。
たとえば、非特許文献２では、フッ酸溶液中で陽極酸化したシリコンがポーラス状態にな
ることによって、室温でなおかつ可視光波長帯で発光することが報告されている。そのメ
カニズムに関しては、完全には解明されていないものの、多孔質の形成によって、狭い領
域に閉じ込められたシリコンが存在するために生ずる量子サイズ効果が重要ではないかと
考えられている。サイズの小さいシリコン中では、電子の位置がその領域内に閉じ込めら
れるため、量子力学の不確定性原理により、逆に運動量が定まらなくなるため、電子と正
孔の再結合が生じやすくなっているのではないかと考えられている。
【００１２】
　シリコンを用いた別の方法として、たとえば非特許文献３には、Si基板に形成されたpn
接合中にErイオンを注入する事によって、発光素子となる発光ダイオード(Light Emittin
g Diode)をつくることができたと記載されている。ErイオンをSi基板中に注入すると、Er
が不純物準位をつくり、不純物準位は空間的に局在した準位であるため、Siの伝導帯にあ
る電子がErイオンのつくる不純物準位に捕獲されると運動量は実効的にゼロとなり、価電
子帯の正孔と再結合ができるようになり発光すると考えられる。Erイオンを介在した発光
は、1.54μｍの波長であるため、周囲のシリコンに吸収されること無く光を伝搬させるこ
とができる。また、既存の光ファイバーを用いた場合に損失が少なくなる波長でもあるた
め、将来の技術革新によって、Erイオンを用いたSiベースのLEDが実用化された場合にも
、既存の光ファイバー網を利用する事ができるため、大規模な設備投資を必要する事が無
いのではないかと、期待されている。
【００１３】
　さらに、シリコンを用いた別の方法として、たとえば非特許文献４や非特許文献５には
、上述の量子サイズ効果とErイオンのアイディアを組み合わせて、シリコン・ナノ粒子中
にErイオンを注入する事によって、効率を上げて発光させる事ができたと記載されている
。
【００１４】
　従来技術では、シリコンを発光させるために、シリコンの伝導帯のバンド構造をバルク
のバンド構造と変えて、不確定性原理によって、運動量をk0の点から離すためには、量子
サイズ効果によって、シリコンを多孔質状態か、または、ナノ粒子状態などにすれば良い
と考えられていた。しかしながら、たとえば、ナノ粒子のような構造のシリコンを形成す
ると、シリコン表面は極めて酸化されやすいという特徴から、シリコン・ナノ粒子の表面
が酸化されて、表面に二酸化シリコンが形成されるという問題がある。二酸化シリコンは
バンドギャップが極めて大きい絶縁体であるため、表面に二酸化シリコンが形成されると
効率よく電子や正孔を注入することができないという問題が生じる。従って、従来のシリ
コン発光素子では、フォトルミネッセンスでは高い強度が得られたとしても、エレクトロ
ルミネッセンスでは極めて効率が落ちてしまうという問題が生じる。また、発光の際には
、発光層となる物質の結晶性が重要になるが、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法
で形成したナノ粒子や陽極酸化によって表面に不規則かつ多量の穴を開けた構造では、単
結晶と比べて結晶性が悪くなるという問題がある。結晶性が悪いと欠陥準位を介した発光
が発生するという事態が生ずるが、欠陥を利用した発光では、効率が悪いため、情報通信
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などの実用に耐える素子は作製できないという問題がある。
上述のように、ポーラスシリコンやナノ粒子やErドープなど、様々な技術によってシリコ
ンを発光させるという努力は行われているが、発光効率は実用レベルまで高くなかった。
我々は、電子を注入する第１の電極部と、正孔を注入する第２の電極部と、第１の電極部
及び第２の電極部と電気的に接続された発光部を備え、発光部を単結晶のシリコンとし、
発光部が第１の面（上面）と第１の面に対向する第２の面（下面）を有し、第１及び第２
の面の面方位を（１００）面とし、第１及び第２の面に直交する方向の発光部の厚さを薄
くすることで、シリコンなどの基板上に通常のシリコン・プロセスを用いて容易に形成可
能で、かつ、高効率に発光する発光素子を得られることを見出した。まず、発光の原理お
よびその実証結果を示し、次に、実用化における本発明にとっての課題を明らかにする。
  シリコンやそれに順ずるゲルマニウムなどのIV族半導体を効率良く光らせるための原理
について、図面に基づいて説明する。
シリコンなどの結晶中での電子の状態を表す波動関数Ψ(r)は大変良い近似で(式１)のよ
うに表すことができる。
【００１５】
【数１】

【００１６】
　ここで、k0は伝導帯のバンドの谷底(valley)を与える運動量であり、r=(x,、y,、z)は
空間上での位置を表し、Φk0(r)は伝導帯のバンドの谷でのBloch関数を与え、ξ(r)は包
絡線関数を表す。Φk0(r)は、結晶中の単位格子ベクトルaに対する周期性を反映した周期
関数uk0(r+a)=uk0(r)を用いて(式２)と表せる。
【００１７】

【数２】

【００１８】
　このことからも明らかなように、原子スケールの距離の関数として激しく振動する。こ
れに対して、包絡線関数ξ(r)は原子スケールでは緩やかな変化をする成分を表しており
、半導体の物理的な形状や周囲から印加されている外場に対する応答を表す。ここで、Ψ
(r)が、必ずしもバルク結晶ではない、有限の大きさを有した半導体構造中での波動関数
である場合も含めて考えると、ξ(r)の満足すべき式を(式３)と導く事ができる。
【００１９】
【数３】

【００２０】
　ここで、ε=ε(k)は、運動量kを有する伝導帯電子のバルクにおけるバンド構造を表し
ており、運動量kに微分演算子を-i▽と運動量k0の和を代入したものをε(k0-i▽)と示し
ている。また、V=V(r)は、電子の感じるポテンシャルで、たとえば、半導体の境界部に絶
縁体や別の種類の半導体が接触している場合には、ポテンシャル障壁を与えるし、外部か
ら電界効果によって電場を印加することによって、V=V(r)の値を調整する事もできる。こ
こでは簡単のために、Vのz方向に対する変化のみに注目する。
【００２１】
　ここで、理解を容易にするため、具体的に、たとえば、半導体として(100)面上でのシ
リコンを想定すると、上述のようにバルクでは、図１Ａに示したようなバンド構造をして
いるため、kz方向の(0、0、±k0)に存在する伝導帯の谷は、(式４)と近似することができ
る。
【００２２】
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【００２３】
　ここで、m*t及びm*lは、回転楕円体形状をしている伝導帯の谷の短軸及び長軸方向の曲
率から求めたシリコン結晶中の有効質量を表している。
なお、（式４）を代入すると(式３)は、(式５)と表される。
【００２４】

【数５】

【００２５】
なお、（100）面に平行な方向を(x、y)とし、幅をW、長さをLとして、包絡線関数を(式６
)と置くことによって、(式５)は、(式７)となる。
【００２６】
【数６】

【００２７】
【数７】

【００２８】
　ここで、ΔEは、z方向のエネルギーを表し、伝導帯の底から測った電子の全エネルギー
は、(式８)と表される。
【００２９】
【数８】

【００３０】
　まず、(式７)がバルクの電子状態を再現する事を確かめる。そのためには、V(r)=0とお
いた時の連続状態の解を求めれば良い。それは、z方向の厚さをtとして、包絡線波動関数
が(式９)となり、ΔEが(式１０)となる事から確かめられる。
【００３１】
【数９】

【００３２】
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【数１０】

【００３３】
　すなわち、波動関数は、バルク結晶全体に連続的に広がった状態で、波動関数は激しく
振動している。この時、z方向の運動量の量子力学的期待値は、z方向の運動量演算子をkz
として(式１１)となる事は当然である。
【００３４】

【数１１】

【００３５】
　すなわち、シリコンなどの間接遷移型の半導体では、電子の多くは、運動量空間で、Γ
点から遠く離れた点にいる確率が圧倒的に高いため、非常に大きい運動量を持って動いて
いるという事を数式の上からも示している。
本発明は、このz方向の厚さであるtが非常に小さい極薄膜の場合、量子閉じ込め効果によ
って、バルクでは間接遷移型の半導体が、実効的に直接遷移型に変わるという事を基本原
理として使う。以下、この点について詳しく説明する。
【００３６】
　話を具体的にわかりやすく説明するために、引き続き、シリコンを例にとり、z方向の
厚さtが非常に小さく、z方向の上下には、隣接して、SiO2などのバンドギャップの大きい
絶縁体か、さらにエネルギー障壁が大きい真空または大気に接していると想定する。同様
の効果が期待できる系としては、たとえば、電界効果などによって、電子を狭い領域に閉
じ込めれば同様の効果が期待できる。これらの場合、シリコン中の電子の波動関数は、z
方向の上下の界面でゼロになる。もちろん、厳密には量子力学的な波動関数のしみ出しが
存在するが、エネルギー障壁が大きいため、z方向の距離に対して指数関数的にしみ出し
は小さくなるため、界面でゼロになるという近似はほぼ厳密に正しい。従って、外部から
印加されるポテンシャルV(r)=0であったとしても、包絡線波動関数の様子はtが厚い場合
と全く異なる。実際、このような量子井戸中に閉じ込められた電子及び正孔の包絡線波動
関数は、離散的エネルギー準位を表す指数をnとして、n=0、2、4、 …と偶数の場合には
、(式１２)と解けるし、n=1、3、5, …と奇数の場合には、(式１３)となり、エネルギー
準位の値は、nが偶数か奇数かによらず、(式１４)と表す事ができる。
【００３７】
【数１２】

【００３８】
【数１３】

【００３９】
【数１４】
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【００４０】
　最もエネルギーが低い状態がn=0である事は言うまでもない。包絡線波動関数を示すに
あたって、z軸の原点を薄膜シリコンの中心にし設定し、z=±t/2にエネルギー障壁の高い
界面が存在するとした。ここで、この包絡線波動関数χn(z)の性質について説明する。n
が0または偶数であった場合、波動関数は、zの符号変化に対して対称的であり、χn(z)=
χn(-z)という性質を有している。これをパリティが偶であるという。一方、nが奇数であ
った場合には、χn(z)=-χn(-z)という性質を有しており、パリティが奇であるという。
このような対称性を反映した構造をもっているため、包絡線波動関数による運動量への寄
与を評価すると、(式１５)となる。
【００４１】
【数１５】

【００４２】
　これは、χn(z)をz方向に対して微分をとると、もともとχn(z)が有していたパリティ
と変わるため、z方向に対して積分をとるとゼロになるというきわめて一般的な性質を示
している。つまり、電子がz軸方向に強く束縛されているため、包絡線波動関数が定在波
となり、電子が動かなくなる性質があることがわかる。これは、バルク状態での包絡線波
動関数が(式９)で与えられるように指数関数的であり、電子が運動量をもってバルク結晶
全体を動きまわっているのと全く対照的である。ただし、Bloch関数の存在まで考慮した
全波動関数は、(式１)の中に、(式２)及び(式６)及び(式１３)または(式１４)を代入した
ものであるため、z方向の運動量の量子力学的期待値は、(式１６)となる事に注意が必要
である。
【００４３】
【数１６】

【００４４】
　つまり、もともとの半導体材料の性質としてバルクのときには、Γ点に伝導帯の谷底が
あるわけでなく、(0、0、±k0)に谷底があるため、全体としての波動関数は、その性質を
反映している。このようにしてみると、薄膜にしても、運動量±k0を持って、電子が動き
回っているように見えるが、そこには注意が必要である事に気付いた。つまり、たとえば
、シリコンのように結晶として反転対称性を有している物質では、(0、0、+k0)の谷と(0
、0、-k0)の谷がエネルギー的に等しく、縮退している事に注意が必要である。このよう
に、極めて一般的に縮退したエネルギー準位を有する量子力学的な状態が空間的に同じ領
域に閉じ込められると、それらの状態間に混成が生じる。つまり、(0、0、+k0)の谷と(0
、0、-k0)の谷の間を結ぶエネルギー的な結合が非常にわずかでも存在すれば、２つの離
散準位は、結合軌道と反結合軌道を形成する。たとえば、バンド計算には十分に含まれて
いない電子間のクーロン相互作用などは、狭い領域に閉じ込められている電子間には強く
働く事が考えられる。電子間に働く相互作用は電子相関と呼ばれ、高温超伝導をはじめと
する多くの遷移金属酸化物などで大問題になっているが、バルクのシリコンでは、もとも
とのシリコン原子でのsp軌道が大きな軌道をもっていることを反映してこれまでは大きな
問題とはなってこなかった。しかしながら、量子力学的な効果が重要となるような非常に
狭い領域に閉じ込めた場合には、クーロン相互作用が強く働くために、このような電子間
のクーロン相互作用を無視する事ができなくなる。クーロン相互作用をきちんと取り入れ
て、ハミルトニアンの行列要素を計算すれば、そこには(0、0、+k0)の谷と(0、0、-k0)の



(9) JP 4996938 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

谷を結ぶ混成がある。そして、そのハミルトニアンを対角化すれば、結合軌道と反結合軌
道に分裂していることがわかる。これは、ふたつの水素原子を近づけていった場合に、水
素分子が形成されるプロセスと似ており、そのような系を評価する方法はHeitler-London
によって量子力学が形成された70年位前から理解されていた。我々は、Heitler-Londonに
よって理解された結合状態の形成が、シリコンなどのIV族半導体が狭い領域に閉じ込めら
れている場合において、谷間の結合にも重要となることにはじめて気がついた。また、た
とえ、もし、そのようなエネルギー的な結合が全くなかったとしても、２つの状態のユニ
タリー変換から、z軸方向に運動していない定在波を構成できる。これをもう少し具体的
に説明する。Bloch状態は、結晶の有する反転対称性からu-k0(r)=uk0(r)という性質があ
るため、(0、0、+k0)の谷と(0、0、-k0)の谷のBloch波動関数は、それぞれ、φk0(r)=uk0
(r)eik0zとφ-k0(r)=uk0(r)e

-ik0zと表せる。従って、e±ik0zの部分に着目すればよい事
がわかる。これらの波動関数の和と差から新しい基底状態を構成するには、ユニタリー変
換Uによって、(式１７)と変換してやれば良い。
【００４５】

【数１７】

【００４６】
従って、原子レベルの波動関数の変化は、21/2uk0(r)cos(k0z)と21/2uk0(r)sin(k0z)とい
う２つの定在波の波動関数によって記述できることがわかる。そして、波動関数全体を示
すと(式１８)及び(式１９)と表すことができる。
【００４７】
【数１８】

【００４８】
【数１９】

【００４９】
(式１８)または(式１９)の状態での運動量のz軸方向の期待値は、定在波である事を反映
して(式２０)となる。
【００５０】

【数２０】

【００５１】
　つまり、電子がz軸方向には、全く動いていない事がわかる。基底を変えるだけで、運
動量の期待値が変わって見える事には、誤解が生じかねないので、ここで注意する。実は
、(式１８)と(式１９)のような基底波動関数は、運動量の固有状態ではない。すなわち、
運動量演算子の行列要素は、(式１８)と(式１９)を用いると、(式２１)となり、対角行列
要素がゼロとなり、非対角行列要素が純虚数となる。
【００５２】
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【数２１】

【００５３】
　このような基底を取ることが物理的に適切かどうかは、対象としている系の性質に依存
する。我々は、極薄の単結晶シリコン膜を想定しているが、そのような場合は、z軸方向
に対する並進対称性が崩れかけているので、運動量の固有状態であるuk0(r)e

±ik0zを用
いるよりも、むしろ定在波となっている√2uk0(r)cos(k0z)や√2uk0(r)sin(k0z)を用いた
方が適切である。逆に、バルクの状態を扱う時には、並進対称性が存在するため、uk0(r)
e±ik0zを用いた方が良い。また、バルク状態では、運動量±k0を有している電子は結晶
中を激しく動き回っており、その際に、結晶中の格子振動の量子であるフォノンなどに強
く散乱されており、波動関数の位相がダイナミックに変化しているため、運動量+k0の状
態と運動量-k0の状態がコヒーレントに結合した状態を形成する事は期待できない。これ
とは対称的に、極薄の単結晶シリコン膜などのように、散乱を特長づける長さである平均
自由工程lよりも薄いような、極めて狭い領域に電子を閉じ込めている場合、室温でも十
分波導関数は位相の定まった定在波を形成できる。定性的には、電子の波が狭い領域を高
速で行き来しているうちに、その領域の大きさにピッタリあう定常的な波になるという事
を意味している。
【００５４】
　上述のように、詳細に簡単な数式を用いて説明したように、極薄の単結晶シリコン膜な
どに代表される極めて狭い領域に電子を閉じ込めた場合、バルクの電子状態では、伝導帯
の電子がΓ点に存在しないシリコンような物質であったとしても、実効的に薄膜に垂直方
向には運動しない事がわかる。これは、定性的には、薄膜に垂直な方向がなくなるため、
電子が薄膜に垂直な方向には動けなくなるという極めて当然の事を示している。つまり、
バルクでは高速に結晶中を動いていたとしても、薄膜では、そもそも動くべき方向がなく
なってしまうため、電子は止まらざるを得ないという事を意味する。
【００５５】
　この様子をバンド図を使って説明したものが、図１Ｂである。z軸方向への運動ができ
なくなったため、バルクのバンド構造である図１Ａは、kz=0の面に射影され、薄膜や電界
効果を印加した場合などには、図１Ｂのようなバンド構造になる。図１Ｂのようなバンド
構造は、シリコンで電界効果トランジスタを設計する際の基本であり、デバイス物理学の
基本であると言っても差し支えない。このように２次元に閉じ込められた系は、２次元電
子系と呼ばれている。薄膜でなく、細線構造にすれば、更に、次元を低下させた1次元電
子系も形成できる。
【００５６】
　図１Ｂのようなバンド構造を前提とすると、上述のように、バルクでは、図１Ａの谷底
(0、0、±k0)に対応する状態が、図１ＢではΓ点に来ていることがわかる。上述のように
、この状態にいる電子は、z軸方向に動いていない。
このようなデバイス物理の基礎に立ち戻るならば、図１ＢでΓ点に存在する電子は、正孔
と効率よく再結合し、発光素子として使えるはずであるという発想に至った。つまり、電
子を閉じ込めることによって、電子は自由に動けなくなるわけであるから、同じくΓ点に
存在するため運動量の小さい正孔と衝突した際、やはり運動量の小さい光を運動量とエネ
ルギーの保存則を破ることなく、放出する事ができるわけである。上述のように、運動量
とは、粒子が別の粒子に衝突した際に、どの位の衝撃で粒子を散乱するかという尺度であ
る。我々は、電子を狭い領域に閉じ込める事によって、電子を動けなくするようにすれば
、電子の運動量が失われるという事に気付いた。電子の運動量が小さくなれば、従来の方
法では、難しかった散乱の際の運動量の保存則を満たす事ができるようになるため、シリ
コンなどのＩＶ族半導体であっても効率よく光るようになる。
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【００５７】
　このような発想の元、実際に、極薄のSi膜を１cm角の大きさに基板に部分的に形成し、
そのフォトルミネッセンスを測定した結果を図２及び図３及び図４Ｂに示す。図２及び図
４Ｂには、フォトルミネッセンスによる発光の強度を示してある。ここから、極薄のSi膜
から大変強い発光強度が観測された事がわかる。この強度は、バルクのシリコンの間接遷
移による発光と比べて数桁大きいものである。つまり、狭い領域に電子を閉じ込める事に
よって、我々は、シリコンなどのＩＶ族半導体が実効的に直接遷移型へと変化すると考え
られる。また、図３には、この実験の際に得られたスペクトルのピークの波長を示してあ
る。ここから、シリコンのバンドギャップより(式１４)で示されるエネルギーだけ大きい
波長が得られている事が確認できた。これは、量子閉じ込め効果によって、エネルギーが
離散的になる分だけ、バンドギャップが大きい事を反映しており、上述の原理が正しい事
を示している。バンドギャップが大きくなった結果、どの程度発光波長が変わるかを計算
した結果を、図４Ａに示した。　上述したように、シリコンを高効率に発光させるために
は、(100)面を表面とし、シリコンの膜厚を薄くすることによって、実効的にエネルギー
の谷をΓ点とする事ができる。
【００５８】
　そこで、以下の構造を形成することで、エレクトロルミネッセンスの実証実験を行った
。
  図５Ａ～図５Ｈには、製造工程順に断面構造を示す。また、図６Ａ～図６Ｈには、SOI
基板の上部から見た製造工程順の模式図を示す。ここで、図５Ａ～図５Ｈは、それぞれ図
６Ａ～図６Ｈの横方向の断面図であり、例えば図５Ｈは、図６Ｈ(1)における断面13で切
り出した時の構造を表している。また、図６Ｈ(1)において、断面14で切り出した時の断
面構造の模式図を図７に示す。デバイスの完成図は、図５Ｈ及び図６Ｈ(1)(2)及び図７で
ある。
【００５９】
　以下、順をおって製造工程を説明する。
まず、図５Ａに示すように、支持基板として、下からシリコン基板1，、 埋め込み酸化膜
2 (Burried Oxide：以下BOXと略す。)及びSilicon On Insulator（SOI）層3が積層された
SOI基板を用意する。図６Ａに示すように、基板の上部からみるとSOI層3しか見えないが
、SOI基板の厚さが薄い場合には、実際に試作すると下の基板が透過してみえることもあ
る。ここで、Silicon On Insulator（SOI）層3を構成している単結晶シリコンとしては、
表面に(100)面を有している基板を用いた。試作したSOI層3のプロセス前の初期膜厚は55n
mであった。また、BOX2の膜厚は約150nmであった。
【００６０】
　次に、レジストを塗布した後に、フォトリソグラフィーによるマスク露光によって、所
望の領域にのみレジストを残した後に、異方性ドライエッチングを施すによって、Silico
n On Insulator（SOI）層3を図５Ｂ及び図６Ｂに示すように、メサ形状に加工した。図で
は簡略するために、ひとつの素子しか示していないが、基板上に多くの素子を同時に形成
している事は言うまでもない。シリコンプロセスを使っているため、歩留まり高く多くの
素子を集積化できる。
  図には示していないが、引き続き、等方性ドライエッチングを施すことによって、メサ
形状に加工したSilicon On Insulator（SOI）層3の角を丸める処理を施す。このような角
を丸める処理を施すことによって、この後の工程で酸化処理を施した場合に、エッジ部分
のみ応力が集中して酸化が進まなくなる事を防止している。すなわち、もし、角を丸める
処理を施さないと、角周辺部分のSilicon On Insulator（SOI）層3が周囲と比べて厚くな
るため、電流を流した場合に、この領域に集中して電流が流れてしまい発光効率が落ちる
という問題が生じる。
【００６１】
　引き続き、表面を保護するために、SOI層3の表面を15 nm程酸化して、図５Ｃ及び図６
Ｃに示すように二酸化シリコン膜4を形成した。二酸化シリコン膜4は、この後のプロセス
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で導入されるイオン注入によって基板が受けるダメージを軽減するばかりでなく、活性化
熱処理によって不純物が大気中に抜けるのを抑制する役割がある。
  引き続き、フォトリソグラフィーを用いたレジストパターニングによって、所望の領域
のみにレジストを残した後に、BF2イオンを加速エネルギー：15keV，、ドーズ量：1×101
5/cm2でイオン注入することによって、SOI層3中に、P型不純物注入領域5を形成した。
引き続き、レジストを除去した後に、再び、フォトリソグラフィーを用いたレジストパタ
ーニングによって、所望の領域のみにレジストを残した後に、Pイオンを加速エネルギー1
0keV，、ドーズ量1×1015/cm2でイオン注入することによって、SOI層3中にN型不純物注入
領域6を形成した。この状態を図５Ｄに示す。上部から見た図は図６Ｄ(ａ)となるが、こ
れではイオン注入した様子がわからないため、二酸化シリコン膜4の下部の様子を示した
ものが図６Ｄ(ｂ)に示されている。実際に、製造工程中に、光学顕微鏡を使って検査をし
たところ、二酸化シリコン膜4はガラスであるため、透けて見え、図６Ｄ(2)のように異な
る不純物を注入した領域が若干別の色に見える事が確認された。
このイオン注入工程においては、イオンが注入された部分のSOI層3がアモルファス化する
ため、結晶性が悪くなる。そこで、図には示していないが、SOI層3の表面のみがアモルフ
ァス化し、ＳＯＩ層3がBOX2と隣接している領域には結晶シリコンが残るようにしている
事が重要である。イオン注入の加速電圧を高く設定しすぎると、イオン注入した領域のSO
I層3のすべてを非晶質化してしまうため、その後のアニール処理を施しても、単結晶性が
回復せずに、多結晶となってしまうという問題が生じる。そこでイオン注入後の活性化熱
処理などによって、結晶性を回復させる事ができる。上述のように、効率よく発光させる
ためには、単結晶性が良い事は、極めて重要である。 
　また、図５Ｄや図６Ｄ(ｂ)では、P型不純物注入領域5に隣接してN型不純物注入領域6が
設けられているが、隣接していなくても差し支えない。マスクを用いたフォトリソグラフ
ィーを製造工程に用いる場合、合わせずれが生じる事があるが、その場合には、P型不純
物注入領域5とN型不純物注入領域6が離れたり重なったりする。
ここでは、マスクのパターンを適切に設定することによって、故意に、P型不純物注入領
域5とN型不純物注入領域6の間にイオン注入を施していないSOI層3を残したものも同時に
作製した。このようにイオン注入されていない領域(i領域)を含むダイオードは、pinダイ
オードと呼ばれる。極薄のシリコン層からなるpnダイオードとpinダイオードを同時に形
成して実験をおこなっている。
【００６２】
　引き続き、活性化熱処理を施して、不純物を活性化するとともに、イオン注入処理によ
ってダメージを受けたＳＯＩ層3の領域の単結晶性を回復させても良い。しかしながら、
本実施例では工程数の簡略化のため、ここでは活性化処理を行わずに、以下に示すように
酸化処理を行うのと同時に不純物を活性化させるという製造工程をとった。これによって
、工程数を削減できるため、製造コストを削減できる。ただし、ここで、活性化と単結晶
性の熱処理を施しておいても問題ない。
【００６３】
　次に、シリコン窒化膜7を全面に100nmの厚さで堆積させ、図５Ｅ及び図６Ｅの状態とし
た。
引き続き、フォトリソグラフィーを用いたレジスト・パターニングによって、レジストを
所望の領域にのみ残した後、異方性ドライエッチングを用いてシリコン窒化膜7を加工す
ることによって、図５Ｆ及び図６Ｆの状態とした。
引き続き、洗浄工程を施した後に、酸化処理を行うことによってSOI層3の所望の領域を極
限まで薄くする処理をおこなった。ここで酸化のための条件は極めて重要である。我々は
、通常のシリコンプロセスで良く使われる1000℃以下の温度での酸化処理では、P型不純
物注入領域5に形成される二酸化シリコンの膜厚とN型不純物注入領域6に形成される二酸
化シリコンの膜厚との間に最大２倍程度の差が出る事を確認した。上述のように、効率よ
く発光させるためには、SOI層3の膜厚を平均自由工程lよりも薄くする必要がある。シリ
コンでは室温における平均自由工程lの大きさはおよそ10ｎｍであるので、SOI層の膜厚は
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10ｎｍ以下、より望ましくは5ｎｍ以下に設定する必要がある。このような極薄膜を均一
に形成するためには、不純物イオンの導電型によって酸化レートが異なる事は許されない
。なぜならば、酸化レートに差があると、片方の領域を5ｎｍ以下にした場合、もう一方
の導電型の領域は厚くなりすぎるか、すべてが酸化されてしまい消失しているかの何れか
になってしまうからである。我々は、酸化温度1100℃のドライ酸化処理を施せば、100nm
の酸化膜を形成する条件であったとしても、P型不純物注入領域5に形成される二酸化シリ
コンの膜厚とN型不純物注入領域6をに形成される二酸化シリコンの膜厚の差を1ｎｍ程度
に抑制できる事を見出した。
【００６４】
　ここでは、酸化温度1100℃のドライ酸化処理によって、二酸化シリコン膜8を厚さおよ
そ90ｎｍになるように形成した結果、極薄シリコン層の膜厚を約5ｎｍにすることができ
た。また、その際に、n型にドーピングした領域とp型にドーピングした領域の膜厚の差を
1ｎｍ以下に抑制することができた。この酸化処理の際には、極薄シリコン層の膜厚を1ｎ
ｍ以下の精度で分光エリプソメトリーで観察しながら残りのシリコン層の膜厚を詳しく調
べる事が求められる。酸化装置の中に、量産のためには、分光エリプソメトリーを内蔵し
ている事が望ましい。また、生産するウェハの中には、あらかじめ、膜厚を検査するため
のパターンを用意しておくことが望ましい。ここでは、図２または図３の発光領域が示す
ように、ウェハ中に約１cm2の大きさの検査のためのパターンを用意することで、ウェハ
面内での膜厚分布を詳細に調べながら、酸化処理をおこなった。また、1100℃という温度
はイオンを活性化させるのに十分な温度であるため、この酸化処理によって、イオン注入
によって導入された不純物が活性化され、p型SOI領域9、n型SOI領域10、p型極薄シリコン
領域11、及びn型極薄シリコン領域12がそれぞれ形成された。この状態を図５Ｇ及び図６
Ｇに示す。
【００６５】
　引き続き、洗浄工程と熱燐酸によるウェットエッチングによって、シリコン窒化膜7を
除去した。その後、400℃の温度で水素アニール処理を施し、プロセス中に生じた欠陥を
水素終端する処理をおこなった。その結果、完成した発光ダイオードの完成断面図が、図
５Ｈに示されている。上部から見た図は図６Ｈ(1)となるが、これでは注入した様子がわ
からないため、二酸化シリコン膜8の下部の様子を示したものが図６Ｈ(2)に示されている
。また、断面14で切った場合の模式図が図７に示されている。図７では、n型極薄シリコ
ン領域12に隣接した側壁部が酸化され二酸化シリコン膜8となっている様子が示されてい
る。
この後、所望の配線工程を行うことによって、シリコン基板1上に形成された高効率シリ
コン発光ダイオードが完成した。
【００６６】
　図８には、ここでの構造による発光ダイオードの特性を調べた時の測定方法を模式的に
示した。探針15はp型SOI領域9に接続されており、探針16はn型SOI領域10に接続されてい
る。探針15と探針16の間に電流を流すと、ダイオード特性が得られた。しかも、その電流
電圧特性のしきい値は図４Ａで示したバンドギャップの増大分を反映するものであった。
また、p型極薄シリコン領域11とn型極薄シリコン領域12の膜厚が13.6ｎｍ、6.3ｎｍ、4.0
ｎｍ、1.3ｎｍと異なるように設計したものについても測定をおこなったところ、確かに
図４Ａで示したバンドギャップ増大の膜厚依存性が観測された。フォトルミネッセンスに
よるスペクトルを図４Ｂに示す。極薄シリコン領域のSOI膜厚が小さくなるにつれて、発
光強度が飛躍的に大きくなる様子がわかる。そして、発光17は、図８に示すように、p型
極薄シリコン領域11とn型極薄シリコン領域12及びそれらの界面から発光する。図８では
、理解を容易にするため、p型極薄シリコン領域11とn型極薄シリコン領域12の上部に重ね
ては、発光17を示さなかったが、上方にも発光17が進むことは言うまでもない。また、図
８に示すように、発光17は基板に平行な方向にも進んでいる。
【００６７】
　次に、図９Ａ～図９Ｆにpn接合に順バイアスをそれぞれ、0、1、2、3、4、5V印加した
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場合の発光像をコントラストによって示し、同時に撮影したデバイス素子の光学像とスー
パーインポーズして重ねて表示した写真を示す。この素子の幅Wは100μｍであり、p型極
薄シリコン領域11とn型極薄シリコン領域12をあわせた極薄シリコン膜の長さLは10μｍで
ある。尚、図９Ａにおいてプローブ１とプローブ２の間で縦方向の灰色の帯状に見える部
分が、p型極薄シリコン領域11とn型極薄シリコン領域12が形成されている領域である。発
光強度を示してあるが、確かに、p型極薄シリコン領域11とn型極薄シリコン領域12の存在
するところからの発光強度が強く、SOI層の膜厚の厚いp型SOI領域9やn型SOI領域10からの
発光はほとんどないことがわかる。これは、バルクシリコンでは発光強度が極めて弱く、
極薄シリコンにすると発光強度が強くなるという上述の原理に基づき考えられる結果を得
ることができることがわかった。実際、発光によってCCDが観測した光子の数をカウント
したところ、極薄シリコンからの発光強度は厚いシリコンからの発光と比べて数桁大きい
事が明らかになった。またフィルタを入れて発光の分光をしてみたところ、波長が約1000
ｎｍ付近での発光強度が最も高く、波長500ｎｍ付近ではほとんど発光が存在しないこと
もあわせて明らかになった。これは、発光が極薄シリコンのバンドギャップに起因した再
結合による発光であり、運動エネルギーの大きいホットエレクトロンなどによる輻射によ
る発光ではないことを示しており、上述の原理が正しい事が証明された。
【００６８】
　次に、観察に用いたレンズをより低倍にして、順バイアス条件を0,、 5,、 10,、 20,
、 30,、 40Vにしてそれぞれ撮影した像を図１０Ａ～図１０Ｆに示す。発光がやはりp型
極薄シリコン領域11とn型極薄シリコン領域12が強く、同心円状に広がっていることがわ
かる。
この構造を用いれば、シリコンなどの基板上に、歩留り良く、IV族半導体を基本構成要素
とした高効率に発光する素子を得られることがわかった。
【００６９】
【特許文献１】米国特許（ＵＳ　6868214B1）
【非特許文献１】R. Chan, M. Feng, N. Holonyak, Jr., A. James, and G. Walter, 「
アプライド・フィジックス・レターズ(Appl. Phys. Lett.) 」, 2006年, 88巻,  pp. 143
508-1～143508-3
【非特許文献２】L. T. Canham, 「アプライド・フィジックス・レターズ(Appl. Phys. L
ett.) 」, 1990年, 57巻,  pp. 1046～1048
【非特許文献３】S. Coffa, G. Franzo, and F. Priolo, 「アプライド・フィジックス・
レターズ(Appl. Phys. Lett.) 」,  1996年, 69巻, pp. 2077～2079
【非特許文献４】F. Iacona, G. Franzo, E. C. Moreira, and F. Priolo, 「ジャーナル
・オブ・アプライド・フィジックス(J. Appl. Phys.) 」, 2001年, 89巻, pp. 8354～835
6
【非特許文献５】S. Coffa, 「アイ・イー・イー・イー　スペクトラム(IEEE Spectrum) 
」, 2005年, Oct., pp.44～49
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００７０】
　上述のように、シリコンによる発光素子を得られるが、光による通信を考えると、そこ
での発光を効率よく伝播させる必要がある。これまで、シリコンによる発光素子が得られ
なかったため、同一チップ内で発光素子を形成し、その発光を引き出す構造というのは考
えられてこなかった。
【００７１】
　本発明は、上記従来の課題を鑑みてなされたものであり、そこでその目的は、通常のシ
リコン・プロセスを用いて容易に形成可能な方法によって、シリコンなどの基板上に、シ
リコンやそれに順ずるゲルマニウムなどのIV族半導体を基本構成要素とした高効率な発光
素子及びその導波路の製造方法を提供する事にある。
また、本発明の別の目的は、導波路をキャビティとし、レーザー発振するIV族半導体を基
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準とした素子及びその製造方法を提供する事にある。
【課題を解決するための手段】
【００７２】
　本発明において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下
のとおりである。
本発明による発光素子は、電子を注入する第１の電極部と、正孔を注入する第２の電極部
と、第１の電極部及び第２の電極部と電気的に接続された発光部を備え、発光部を単結晶
のシリコンとし、発光部が第１の面（上面）と第１の面に対向する第２の面（下面）を有
し、第１及び第２の面の面方位を（１００）面とし、第１及び第２の面に直交する方向の
発光部の厚さを薄くし、該薄膜部の周囲に屈折率の高い材料を堆積することで導波路を形
成する。
【発明の効果】
【００７３】
本発明によれば、シリコンなどの基板上に通常のシリコン・プロセスを用いて容易に形成
可能で、かつ、高効率に発光する発光素子および高効率に発光を引き出す導波路を提供す
る事ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７４】
　以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
なお、実施例を説明するための全図において、同一の機能を有する部材には同一の符号を
付し、その繰り返しの説明は省略する。また、本実施例で紹介する方法以外にも、材料や
製造工程の組合せを変える等、多くの変更が可能である事は言うまでもない。
【実施例１】
【００７５】
　図１１は、本発明による集積発光素子を形成する平面レイアウト、図１２は本発明によ
る受光素子を形成する平面レイアウトを示したものである。図１３から図１８は、集積発
光素子の形成工程を示す素子断面構造図である。それぞれの図中左側に、平面レイアウト
（図１１）のＡ－Ａ‘断面、右側には平面レイアウト（図１１）のＢ－Ｂ’断面を示した
。
【００７６】
　シリコン支持基板(1100)上に厚さ１μｍのシリコン酸化膜(1900)と、このシリコン酸化
膜上に厚さ１００ｎｍの単結晶シリコン(1120)を持ったＳＯＩウエハを熱酸化し、厚さ２
０ｎｍの酸化膜を形成する（図１３）。図１１に示した活性領域パターン1150を用いてシ
リコンの薄膜状領域(フィン)およびコンタクト領域を形成する（図１４）。基板面に対し
て垂直方向に形成された薄膜状の単結晶領域を以下フィンと呼ぶことにする。フィン側面
に露出したシリコン表面を熱酸化(1920)することで、フィンにより形成されたシリコン幅
を所定（５ｎｍ）の厚さに設定する。このとき、露出するシリコン表面が（１００）面と
なるようにSOIウエハの結晶方位を設定する（図１５）。図１１の1850孔パターンにより
レジストマスク（1800）を形成し、イオン打ち込み法により砒素を加速エネルギー２５ｋ
ｅＶで２×１０１５ｃｍ－３ドーピングすることでN型不純物拡散層(1200)を形成する（
図１６）。その後、図示はしないが、パターン1850を反転させたレジストマスクを形成し
、イオン打ち込み法でボロンを５ｋｅＶで２×１０１５ｃｍ－３打ち込むことで、Ｐ型不
純物拡散層領域(1300)を形成する。これによりPN接合を持つダイオードを形成する。ここ
では反転マスクを用いたが、Ｐ－Ｎ間の距離を調整することで、Ｐ－Ｎ間に真性領域を設
ける等により、電界を所望のものに設定することができる。
【００７７】
　シリコン窒化膜を３００ｎｍをＣＶＤ法により堆積し、図１１の導波路パターン(1550)
を用いて導波路1500を加工する。並列配置したフィンが導波路1500により被覆される構成
を得ることができる。ここでは、導波路という言葉を、単一波長等に限ることなく、広義
の意味として光を伝える経路として用いる（図１７）。
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酸化膜1910にコンタクト孔（図１１、1650）を開口し、金属配線1600を形成する。（図１
１では省略）
　これにより、ＰおよびＮ領域に配線することで、ＰＮ接合部を順方向バイアスを印加す
ることができる。これにより、並列配置したフィン内の接合部で発光を得ることができる
。複数のフィン配置する場合、半波長間隔でフィンを配置することで、有効に発光を強め
ることができる。また、この構造を後述する反射膜層で覆うことでレーザー発振させるこ
とができる。
【００７８】
　前述では、導波路を大気中に置く構成をとることで、シリコン窒化膜と大気との屈折率
差を利用することで、導波路内に光を閉じ込めることができるていた。しかし、ＵＬＳＩ
においては、多層の金属配線や、チップをパッケージに封入する使用法が広く用いられて
いる。この使用法との整合性をとるため、図１９、１１０に示すような方式をとることが
考えられる。図２４は、図１７の工程で形成されたところを示したものである。その後、
シリコン酸化膜1930を１μｍ堆積したのち、ＣＭＰ法により研磨を行い平坦化する。この
とき導波路はシリコン窒化膜で形成されているため、窒化膜にくらべ屈折率の低いシリコ
ン酸化膜は反射被覆として働かせることができる。該酸化膜等にコンタクトを開口し、金
属配線1600を形成する。このようにすることで、従来ＵＬＳＩと互換性をもった集積発光
素子および導波路を形成することができる。
【００７９】
　図２１、および図２２にその他の導波路の接続構成を示した。図１６に示した工程の後
、シリコン酸化膜をフッ酸系のウェットエッチを用いて、酸化膜1910を除去するとともに
、埋め込み酸化膜1900をエッチングすることで、フィン下部の酸化膜を除去する。このと
き、右図に示したようにフィン部は酸化膜から離れた構造になっている（図２１）。前述
と同様にシリコン窒化膜を堆積することで、フィンの全周を導波路1500を覆うことができ
る（図２２）。
【００８０】
　ここで、受光素子の例を示す。受光ダイオードは、これまで用いられてきているもので
ある。平面レイアウトを図１２に示している。図２３から図２６は、その断面構造を用い
て製造工程を示したものである。前述した発光素子と、ここで述べる受光素子は、同一ウ
エハ上に集積されるものであるため、本来、同時に形成される。ここでは、集積発光素子
構造を説明するため、別々に述べるものである。Ｐ型にドーピングしたＳＯＩ層(1120)を
図１２の活性領域パターン1160を用いて加工する。この工程は、前述図１４で示したＳＯ
Ｉ層の加工に対応したものである(図２３)。以下、対応する工程図番を参照として記す。
【００８１】
　図１２の1860パターンを用いてＮ型拡散層領域1210を形成する。また、Ｐ型高濃度不純
物領域1310を形成する(図２４)。シリコン窒化膜1500導波路を形成する（図２５、図１７
参照）。電極層に対して金属配線を形成して、受光素子を得る（図２６、図２０参照）。
受光素子のＰＮダイオードは水平方向の配置で形成することができる(図２７)。これによ
り、縦方向に配置した場合には、ＰＮ接合による電界領域幅がＳＯＩ層の膜厚による制限
を受けるのに対してＰＮ接合による電界領域を大きくとることができる。
【００８２】
　ここで説明したＳＯＩウエハを用いた構造では、十分に厚い埋め込み酸化膜1900を持っ
ている特長がある。そこで、導波路1500形成においても、この酸化膜を利用することがで
きる。図２８に示したように、導波路1500加工時に、埋め込み酸化膜1900を同時に加工し
凸型の形状を得る。ＣＶＤ法により、シリコン酸化膜層1960、シリコン窒化膜層1961、シ
リコン酸化膜1962、シリコン窒化膜1963を積層させることで、高反射膜（ＨＲ膜）を形成
し、導波路1500をコア層とするクラッドを形成する(図２９)。これにより、導波路1500に
効率よく光を閉じ込めることができる。この場合、ＨＲを構成する積層膜の膜厚を波長の
１／４に設定する既知のＨＲ形成法を用いることができる。例えば波長１μｍの場合、シ
リコン窒化膜および酸化膜では、屈折率から約１００-２００ｎｍ程度の厚さになる。こ
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れは、従来ＬＳＩの配線工程で用いている層間絶縁膜厚と近いオーダーのもののため、形
成工程は従来のものを応用することが容易である。また反射効率を高めるため屈折率の異
なる積層構造を多数回繰り返し積層すことも問題なく形成できる。
【００８３】
　発光素子と受光素子を集積し、導波路により光による信号伝達を行う場合、光の進行方
向を変える必要がある。その代表的な部位として、集積発光素子から導波路を基板面に垂
直方向に引き出したのち、基板面と平行に引き回す場合にそのつなぎとなる部分が上げら
れる。受光素子においても同様の構成が求められることになる。図３０に代表的引き出し
部の平面レイアウトを示し、図３１から図４１に、図３０Ａ－Ａ’、Ｂ－Ｂ’、Ｃ－Ｃ’
での断面構造を用いて製造工程を示す。図中左側にＡ－Ａ’、中央にＢ－Ｂ’、右側にＣ
－Ｃ’を示している。断面構造において集積発光素子あるいは受光素子の領域を、1400に
より模式的に示した。図３１は、発光素子を形成後、シリコン酸化膜1930を堆積し、ＣＭ
Ｐ法を用いて平坦化した後、図３０の導波路引き出しパターン1560により開口し、シリコ
ン窒化膜1510を堆積したのちエッチバックすることで、窒化膜プラグを形成したところを
示したものである。またこの工程のエッチバックに代えてＣＭＰ法を用いて形成すること
もできる。ＣＶＤ法により導波路となるシリコン窒化膜を堆積した後、図３０に示した17
50を用いて図３２のレジストパターン1700を形成する。レジストパターンを用いて、窒化
膜1500をドライエッチングにより加工する。この際、反応生成物の堆積雰囲気となるエッ
チング条件を選ぶことで、加工側面が傾斜形状に加工する(図３３)。
【００８４】
　図３０の導波路パターン1550によりレジスト1555を形成する（図３４）。これをマスク
にシリコン窒化膜1500を加工する(図３５)。シリコン酸化膜とシリコン窒化膜を積層した
高反射膜層1970を堆積することで、導波路1500を覆うように形成する。シリコン酸化膜と
シリコン窒化膜は、それぞれ屈折率約１．５および２を持っている。またシリコン酸窒化
膜(SiON)とすることで、組成をシリコン酸化膜に窒素を含有したものにすることができる
ため、シリコン酸化膜からシリコン窒化膜までの屈折率を設計することができる。これに
より、垂直方向導波路1510と酸化膜1930上におかれた水平方向導波路1500を４５度の反射
面をもって接続される。集積発光素子から基板面に垂直に伝播した光を基板面に平行な方
向に進行方向を変えることができる。ここでは、集積発光素子からの接続として示したが
、同じ構造を受光素子部においても形成される。
【００８５】
　この導波路形成工程は、ＵＬＳＩの配線工程を、そのまま行えることに特徴がある。そ
の様子を断面構造を用いて図３７に示した。広く行われている金属多層配線を持ったＵＬ
ＳＩの配線を模式的に示したものである。埋め込み酸化膜1900上に形成された1400は集積
発光素子、1410は受光素子をそれぞれ模式的に表したものである。ここでは多層配線例と
して、金属層1600、1601および1602の３層を持つ場合を示す。それぞれの層間絶縁膜が19
30、1931、1932になっている。この導波路形成工程で用いている材料は、シリコンの酸化
膜および窒化膜の絶縁体であり、これらは、これまでの配線工程中で主たる構成材料とい
うことができる。そのため、これまでの多層配線構造中にそのまま導入することができる
。層間1930の平坦化後、金属配線のコンタクト形成と同様に、垂直方向導波路1510を形成
する。これを多層配線の各層ごとに繰り返すことで垂直方向導波路を形成する。もちろん
、金属配線のコンタクト形成とは分けて行えるため、２層あるいは更に多層の層間膜を形
成後、一括して垂直方向導波路ようの孔を開口してもよい。積層高反射膜層1970も層間絶
縁膜として働かせることができるため、図示したように、金属配線1602を1970上に配置す
ることができる。
【００８６】
　図３８に導波路を金属配線より下層に形成する場合を示した。1600は金属プラグ層、16
01がいわゆるダマシンプロセスによりけいせいされた金属配線層である。導波路形成時に
は、金属配線層が作られていない為、導波路として用いるシリコン窒化膜の堆積に、高温
を用いた堆積法を使うことができ、屈折率の設定を容易にすることができる。
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ここで用いている導波路および反射膜層は、通常のシリコンプロセスで用いている絶縁物
だけで構成されているため、これまでのＵＬＳＩと集積した場合、ＵＬＳＩの電気特性を
損ねることなく、導波路特性を向上させる構造を設計することができる。図３９から図４
２に導波路を高反射膜層で覆う構造の形成工程を示している。集積発光素子1400および受
光素子1410を形成し、絶縁膜1930およびシリコン酸化膜と窒化膜を組み合わせた積層高反
射膜層1971を形成する（図３９）。垂直方向導波路1510を形成する（図４０）。前述(図
３１から図３６参照)した導波路形成工程を用いて、導波路のコアとなる1500およびクラ
ッド1970を形成する(図４１)。図４７は夫々の素子に金属配線1600を形成した様子を示し
たものである。これにより導波路1500は高反射膜1970、1971により全周を覆うことができ
るため、有効に光を閉じ込めることができる。
【実施例２】
【００８７】
　集積発光素子として、複数フィンを形成するものを示した。複数フィンの形成法として
は、パターニングに依らずに形成することができる。いわゆるスペーサプロセスを用いた
場合を以下に示す。代表的な平面レイアウトを図４３に、また、このときの製造工程を示
す素子断面構造図(図４３のＡ－Ａ’断面)を図４５から図６０に示した。また、この作成
法はダミーパターン1152をもとに形成することになるが、ダミーパターンの配置法として
、島パターンである場合と孔パターンである場合の２通りが考えられる。図４３は島パタ
ーンを用いた場合であり、孔パターンを用いた場合を図４４に示した。この製造工程では
、図４３および図４４のダミーパターン1152を形成した後、スペーサプロセスを用いてダ
ミーパターンに対して自己整合的にフィンを形成される。そのため、フィンおよび形成に
用いるスペーサ(1202、1203、1204、1205、1981、1982、1983)は自己整合のため、本来ホ
トマスクは存在しないが、ここでは、配置関係を示すため、形成後に置かれるパターン位
置としてレイアウト図に示した。
【００８８】
　図４５では、厚さ５０ｎｍのＳＯＩ(1201)上にシリコン窒化膜を３００ｎｍ堆積し、図
４３に示した1152により島形状パターンを形成する。ここで島形状とは、図中1102に見ら
れるように、断面図において平坦上に凸型に現れる形状を表すものである。図４４に示し
た1152の孔パターンを用いた場合には、凸ではなく凹形状に形成されることになる。以下
の工程は島パターンを用いた場合で説明するが、孔パターンを用いても同様に形成するこ
とができる。
【００８９】
　図４６では、非晶質シリコン1202を１０ｎｍ堆積し、熱処理を加えることで、結晶化す
る。このとき、単結晶シリコン1201をシードに結晶成長が起こるため、1102の側面下部に
は1201の結晶方位を保った単結晶を得ることができる。これによりフィンを得ることがで
きる。ここでシリコン表面を熱酸化することでフィン膜厚を所定の厚さに調整することが
できる。さらにシリコン窒化膜1981を２０ｎｍ堆積する。異方性ドライエッチングにより
堆積膜厚分エッチングすることでシリコン窒化膜1981をサイドウォールスペーサ形状にす
る。
【００９０】
　図４７では、前記工程を繰り返すことで、薄膜の非晶質シリコン層1203、1204、1205と
窒化膜スペーサ1982、1983の積層構造を得る。
【００９１】
　図４８では、図４３に示したパターン1165によりホトレジストの孔パターンを形成しシ
リコン窒化膜とシリコン薄膜の積層膜をエッチングし、埋め込み酸化膜1900を露出させる
(図示省略)。シリコン窒化膜1500を集積発光素子部を覆うように５００ｎｍ堆積する。
【００９２】
　図４９では、ＣＭＰ法により、堆積した窒化膜を平坦化し、ダミー1102を露出させる。
図４３に示したパターン1150をマスクに用いてイオン打ち込み法により、フィン下部およ
び平面部1300にＮ型領域、上部にＰ型領域1200を形成することで、フィン内部に縦方向に



(19) JP 4996938 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

ＰＮ接合を形成する。
【００９３】
　図５０では、Ｐ型不純物を高濃度にドーピングした多結晶シリコン1240を５０ｎｍ堆積
し、図４３の1855を用いて加工する。
【００９４】
　図５１では、導波路1550パターンを用いてシリコン窒化膜1500を加工することで導波路
を形成する。図４４に示したダミー形成に孔パターンを用いた場合、図５３を用いて説明
した1165による加工と導波路1500形成を兼ねることができる。即ち、図４４の1165パター
ンにより溝を形成したのちシリコン窒化膜1500を堆積し、ＣＭＰ法を適用することで、溝
パターン1165のシリコン窒化膜導波路を得ることができる。そのため、この図５１で述べ
る1500形成工程は省略することができる。
【００９５】
　図５２では、層間膜となるシリコン酸化膜を堆積平坦化したのち、各電極に金属配線を
行う。
これにより、縦方向にＰＮ接合を持つ構造を得ることができ高密度で発光させることがで
きる
上述した構造では、縦方向にＰＮ接合を形成したが、同様のスペーサプロセスを用いて、
ＳＯＩ基板よりエッチングによりフィンを形成することができる。
【００９６】
　図５３では、ＳＯＩ基板1120表面を熱酸化し、厚さ２０ｎｍの酸化膜1905を形成する。
多結晶シリコンによりダミー1103を形成したのち、シリコン窒化膜1985と多結晶シリコン
1206を交互に堆積し、厚い窒化膜1986を堆積する。
【００９７】
　図５４では、ＣＭＰ法により凸部を平坦化し、ダミーパターン1103上部を露出させる。
【００９８】
　図５５では、ウエットエッチングにより窒化膜をエッチングし、多結晶シリコンによる
パターンを形成する。
【００９９】
　図５６では、該マスクを異方的にエッチングし、酸化膜1905にパターンとして転写する
。
【０１００】
　図５７では、酸化膜パターンをマスクにＳＯＩシリコン層をエッチングし、フィンを得
ることができる。
【０１０１】
　以下、このフィンパターンを用いて発光素子を形作ればよい。ここでは、積層した膜に
より微細なフィンパターン得たが、図４３以下で述べたように、スペーサプロセスにより
、フィン形成のためのマスクパターンを形成してもよい。
ここまで、フィンをもちいることで集積発光素子を形成する例を示したが、シリコン薄膜
を基板面と平行方向に積層することで集積発光素子を形成することができる。
【０１０２】
　図５８に、平面レイアウトを、図５９は、図５８のＢ－Ｂ’素子断面構造である。また
、図５８のＡ－Ａ’断面で示した図６０から図６５を用いて、素子製造工程を説明する。
【０１０３】
　図６０では、ＳＯＩ基板1120上にＭＢＥ法を用いてシリコンゲルマニウム1121とシリコ
ン1120の厚さ１０ｎｍの薄膜を交互にエピ成長させる。
【０１０４】
　図６１では、図５８の活性領域パターン1150を用いて積層膜をエッチングする1155。
【０１０５】
　図６２では、図５８のイオン打ち込みマスク1850およびその反転パターンを用いてＰＮ
接合を形成する。
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【０１０６】
　図６３では、図５８の薄膜化マスクパターン1165を用いて、シリコンゲルマニウム結晶
層を選択的にエッチングすることで、ＰＮ接合を持ったシリコン薄膜の中空状薄膜構造を
得る。
【０１０７】
　図６４では、シリコン窒化膜を堆積し、導波路パターン(図５８、1550)を用いて加工す
る。このときシリコン薄膜によって形成された中空状領域には、シリコン窒化膜により埋
められた構造が形成される。
【０１０８】
　図６５では、層間絶縁膜および金属配線を形成することで、縦方向に薄膜を集積した集
積発光素子を得ることができる。
ここまで、同一チップ上に集積発光素子と受光素子を集積し、その間を導波路により接合
することをしめしてきた。本発明は異なるチップ上に形成し、同様の導波路によりつなぐ
こともできる。
【０１０９】
　図６６に、２枚のウエハにそれぞれ集積発光素子1400と受光素子1410を形成し、導波路
1510を形成する。導波路1510が露出した状態で、シリコン酸化膜とシリコン窒化膜を積層
することで、低反射膜（ＡＲ膜）1990を形成し、ＡＲ膜を挟んで両ウエハを張り合わせる
ことで導波路を接続することができる。
また、図６７に示すように、ＳＯＩの支持基板を除去し、積層状に上に重ねて貼り付けて
行くことで多層構成を得ることができる。この際、張り合わせ界面にＡＲ膜を挟むことが
できる。
ウエハを積層した構造を導波路でつなぐ場合、導波路1500外周をＨＲ膜1970で覆い、その
張り合わせ部にＡＲ膜1990を置く構造にすることで高い光の伝播効率を実現することがで
きる。
【実施例３】
【０１１０】
　本実施例では、実施例１、２で開示したような、積層膜、もしくは、複数枚の壁状のシ
リコン薄膜を必要としない、発光領域の拡大法について実施例３として開示する。本実施
例の発光素子では、図６９に示したように、シリコン基板3301表面に形成したシリコン酸
化膜3302に、導電型の異なるシリコン半導体領域3303、3304が、隣接して配置されており
、この２つの半導体領域の界面近傍にのみ、シリコンの酸化膜3305が２つの半導体領域の
表面の一部を覆うように形成されており、かつ、該酸化膜3305で覆われていない半導体領
域の表面には、シリコンと金属の化合物である、シリサイド3306が形成されている。さら
には、シリコン基板3301の一部、すなわち、その上に発光素子が形成されている領域のシ
リコン基板が、シリコン酸化膜3302が露出するように除去されており、この表面には、光
の反射膜となる金属3307が堆積膜として形成されている。
【０１１１】
　本実施例３の発光素子の平面構造を示したのが、図７０である。3301、3302は、シリコ
ン基板、および、その表面のシリコン酸化膜を示している。表面に見ているのは、シリコ
ン酸化膜3302である。3304は、一方の導電型の半導体領域であり、3303は他方の導電型の
半導体領域である。3305は、２つの導電型の半導体領域にまたがるようにして形成された
シリコン酸化膜の領域を示している。このように、本実施例３の発光素子においては、一
方の導電型のシリコン半導体領域は、他方の導電型の半導体領域から周辺を覆われた平面
構造になっているのが特徴である。周辺の接合部分が発光領域となり、これを、所望の数
だけ並べることで、発光領域を拡大することができる。このとき、周辺を覆われた半導体
領域を、円形あるいは正方形に近い矩形ではなく、細長い形にレイアウトすることで、発
光するＰＮ接合長をレイアウト面積に比べ大きなものにすることができる。また、別の特
徴として、接合部は全て半導体領域の内部に形成され、端が半導体領域の端面に出ること
はないため、この端の存在に起因したリーク電流などの不具合の懸念がない。また、さら
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に別の特徴として、シリコン酸化膜3305で覆われていない２つの導電型の半導体領域の表
面がシリサイド膜で覆われていることが上げられる。このシリサイド膜によって、発生し
た光は、窓となるシリコン酸化膜3305を通して効率的に外に出すことができる。また、シ
リサイドの存在によって、電圧を均一に印加することが出来るようになり、安定した動作
が実現できる。
【０１１２】
　次に、図７１以降を使って、本実施例３の発光素子の製造方法を示す。まず、図７１に
示したように、シリコン基板表面にシリコン酸化膜3302を既知の熱酸化法などを用いて、
100-200nmの厚さで成長させる。次に、この酸化膜の表面に既知である貼りあわせ法を用
いて、シリコンの単結晶膜3310を貼りあわせる。この構造は、いわゆるSOI(Silicon On I
nsulator)構造と呼ばれるシリコン基板の一種であり、既に、高性能マイクロプロセッサ
などの半導体製品の一部で使われているものである。この実施例においても、このSOI基
板は、ウエハーメーカーから購入したものを使っている。ただし、面方位は(100)であり
、かつ、膜厚は、50nm程度のものを用意した。
次に、この酸化膜上のシリコン薄膜3310を、所望の形状に、島状に加工する（図７２）。
シリコン薄膜3310の大きさは、この中に形成する領域の大きさと発光領域の大きさに依存
して変化する。次に、シリコン薄膜内に、導電型の異なる２つの半導体領域を形成するた
めに、まず、図７３に示したように、イオン注入のマスクとなるフォトレジストパターン
3311を、リソグラフィ法を用いて形成し、不純物をイオン注入した領域のみを開口する。
この開口部を通して、本実施例では砒素、もしくは、リンを注入する。注入した不純物の
量は、1014－1015/cm2である。
【０１１３】
　次に、図７３においてイオン注入のマスクとなったフォトレジストパターンを洗浄で除
去した後に、今度は、既に不純物を注入した領域を覆うためのフォトレジストパターン33
12を、リソグラフィ法を用いて形成し、これをマスクとして、ボロンをイオン注入する。
注入量は1014－1015/cm2である。
その後に、図７５に示したように、フォトレジストパターンを洗浄で除去し、さらに、熱
処理を加えることによって、不純物を活性化させる。これらの一連の工程によって、電子
が充満したｎ型の半導体領域3303と、正孔が充満したｐ型の半導体領域3304を形成する。
熱処理温度は900℃とした。なお、イオン注入に際して、フォトレジストマスクの開口部
、もしくは、遮蔽部を調整したものを使い、ｎ型とｐ型の半導体領域が重なるものや、ｎ
型とｐ型との間に、不純物の含まない、いわゆる、i型と呼ばれる領域を形成することも
可能である。
【０１１４】
　次に、図７６に示したように、基板表面上をシリコンの窒化膜3313で覆い、ｎ型半導体
領域3303とｐ型半導体領域3304の界面近傍のシリコン薄膜表面が露出するように、リソグ
ラフィ法とドライエッチ法を用いて、シリコン窒化膜3313を加工する。
次に、図７７に示したように、この基板全体を高温の酸化雰囲気に入れると、シリコン窒
化膜3313で覆われていないｎ型とｐ型の半導体領域表面にのみ、シリコン酸化膜3305が選
択的に成長する。これは、シリコンの選択酸化法と呼ばれるもので、既に使われている方
法である。酸化雰囲気は1000℃程度の水分を含んだ雰囲気である。水分を含んだ雰囲気を
用いると、酸素雰囲気に比べて、短時間で比較的厚い酸化膜を成長させることができる。
成長させた酸化膜は80nm程度であり、これによって、酸化が進行したシリコン薄膜では、
10nm程度のシリコン領域（n型とｐ型の界面を含んだ）が形成される。
【０１１５】
　さらに、図７７の工程で選択酸化のマスクとなったシリコンの窒化膜3313のみを、選択
的に除去する。そのために、加熱したリン酸溶液にこの基板を浸漬する。その結果、図７
８に示したように、成長した酸化膜を残しながら、半導体領域が露出する。
次に、この表面全体にチタン、コバルト、ニッケルなどの金属を数10nm堆積して、これに
まず450℃程度の熱処理を加え（窒素雰囲気）、酸化膜3305上に堆積した、未反応の金属
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を、過酸化水素を含む溶液で除去する。シリコン薄膜上に堆積した金属は、熱処理によっ
て化学反応を起こしシリサイド化しているために、溶液で除去されることはない。その結
果、図７９に示したように、酸化膜3305にはシリサイドがない構造が実現される。ただし
、このままではシリサイドの抵抗が高いために、さらに700℃程度の熱処理を加え、低抵
抗化させる。この手法も、シリコン半導体プロセスでは一般的に使われている手法である
。
【０１１６】
　次に、図８０に示したように、シリコン基板の一部（発光素子を形成されている領域）
のみを、選択的に除去する。そして、図313に示したように、光の反射板となる金属を、
蒸着法などを用いて形成して、発光素子の製造を終了する。なお、本実施例では、発光素
子の製造方法のみを説明しているが、実際には、これに、周辺の半導体素子を作製する工
程や、それらの半導体素子と発光素子を電気的、かつ、光学的に接続する工程を行う。そ
のため、基板の裏面に反射板となる金属を被着させるのは、通常は、工程の最後となる。
配線工程を含む場合、発光素子の２つの半導体領域に電流を流すための配線、および、コ
ンタクトの開口を示したのが図８２である。
【実施例４】
【０１１７】
　本実施例では、上述した発光素子から発せられた光を、受光素子に導くための導波路を
実装している。発光素子から出た光は、波長が約1000nm付近での発光強度が最も高く、こ
れは、発光が極薄シリコンのバンドギャップに起因した再結合に起因している。この光を
導波路に閉じ込めるために、発光素子全体3318をシリコンの窒化膜3317で覆い、さらに、
このシリコン窒化膜3317を、図８４に示したような形状で、基板上に導波路パターンとし
て配置し、その終端には受光素子3319を配置する。シリコン窒化膜3317からなる導波路は
、その周囲をシリコン窒化膜より屈折率の小さなシリコン酸化膜（図８３では簡略化のた
めに省略されている）で覆われており、発光素子から出た光は、窒化膜の外に漏れ出るこ
とはない。なお、受光素子としては、公知のシリコンデバイスを用いた。図８５は、発光
素子3318、受光素子3319、および、シリコン窒化膜3317からなる素子群を一体化したチッ
プの断面図である。受光素子は既知のシリコン受光素子であるが、これも、発光素子と同
じように、基板3301表面の酸化膜上に形成された単結晶シリコン薄膜を用い、従来のシリ
コン半導体プロセスを用いて同時に形成されている。
【実施例５】
【０１１８】
　本実施例５は、光の伝播を効率的に行うための導波路に関するものである。まず、図８
６に示したように、発光素子3318全体を覆うようにシリコン酸化膜3320を、層間絶縁膜と
して堆積し、これを、公知の化学的機械研磨法などを用いて平坦化する。次に、図８７に
示したように、２つの導電型の界面近傍（発光領域）の直上に、導波路3321を配置する。
導波路は、実施例４と同じように、シリコンの窒化膜で出来ており、光はこの窒化膜の内
部に閉じ込められる。そのためには、窒化膜の導波路3321は、それよりも誘電率の小さな
シリコン酸化膜などで覆われていなければならないが、ここでは、簡略化のために描いて
いない。
【０１１９】
　ここで、導波路の断面は、ほぼ半円形の形状をしている。また、発光素子や受光素子が
配置される導波路の終端は、球体を1/4にしたような形状をしている。このため、発光素
子から出た光は、終端で高率的に反射され、導波路を伝播する。また、一方の端も同様な
1/4球の形状をしているので、導波路を伝播してきた光は、導波路端で反射されて、ほぼ
垂直に受光素子に届くようになる。このような導波路の形状の効果に関しては、米国特許
（ＵＳ　6868214B1）に詳細に開示されている。
【０１２０】
　このような形状の導波路の作製するために、シリコン半導体プロセスと整合性の高い方
法を採用した。まず、導波路として、シリコンの窒化膜を用いる場合について述べる。次
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に、シリコンの酸化膜を用いた場合を開示する。
記述を簡単にするために、発光領域などを取り除いた素子断面で説明する。図８８のよう
に、層間絶縁膜3320の表面に、シリコン窒化膜3321を堆積する。次に、図８９のように、
窒化膜を矩形に加工する。この加工に際しては、公知のリソグラフィ法やドライエッチ法
を用いる。シリコン窒化膜と層間絶縁膜であるシリコン酸化膜とには、ドライエッチング
に際してエッチング速度に差があるため、窒化膜の加工を酸化膜で止めることができる。
【０１２１】
　次に、矩形に加工したシリコン窒化膜の表面上、および、層間絶縁膜の表面上のどこに
でも同じ厚さの膜が堆積するように、化学的気相成長法を用いて、シリコン窒化膜を堆積
し、これに、公知の異方性ドライエッチングを施すと、図９０に示したように、矩形に加
工されたシリコン窒化膜3321の側壁にのみ、弧を描く周辺を有する側壁膜3322が形成され
る。この側壁膜を形成する方法では、導波路の断面形状を完全な半円形にすることは難し
いが、シリコンの半導体プロセスで頻繁に使われている異方性ドライエッチ法とシリコン
窒化膜を使用することができ、シリコン半導体との整合性が高い方法である。また、断面
をより半円形に近づけるためには、この側壁膜を形成する工程を複数回繰り返せばよい。
次の方法は、導波路にガラスのような、比較的融点の低いガラスを用いる方法である。
【０１２２】
　ただし、導波路としての役目を果たすためには、層間絶縁膜であるシリコン酸化膜より
も屈折率が大きく、かつ、後の配線工程での熱処理（500℃程度）に耐える材料でなけれ
ばならない。このようなガラス3323を図９１に示したように、層間絶縁膜3320の表面に形
成し、公知のドライエッチ法を用いて、図９２に示したように矩形の導波路パターンに加
工する。そして、これを600℃程度に加熱して流動化させると、図９３のように、半円形
の断面を持つ導波路が形成された。
【実施例６】
【０１２３】
　本発光素子は、シリコン薄膜を用いて容易に製造できるため、シリコンを基板とする半
導体素子、例えば、MOSFET（Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor）な
どとの混在が可能である。図９４は、発光素子と半導体素子（CMOS;nMOSFETとpMOSFETか
ら構成されるスイッチング素子）の両方を、基板上のシリコン酸化膜3302に形成した単結
晶シリコン薄膜上に形成したものである。いわゆる、SOI（Silicon On Insulator）構造
のMOSFETである。ここで、3324は第1導電型のシリコン薄膜、3325は第2導電型のシリコン
薄膜、3326は2つのMOSFETを電気的に絶縁分離するためのシリコン酸化膜である素子分離
酸化膜、3327はMOSFETのゲート酸化膜、3328はMOSFETのゲート電極、3329は第2導電型の
半導体領域、3330は第1導電型の半導体領域、3331は配線と半導体素子とを電気的に接続
するためのプラグと呼ばれる埋め込み金属、3332は配線の金属である。これらの半導体素
子は、従来のシリコン半導体素子の製造プロセスを用いて、混在する発光素子を作りなが
ら、製造することが可能である。
【０１２４】
　図９５は、MOSFETをシリコンの基板上に作ったものである。基板上の酸化膜3302のその
上に形成した単結晶シリコン膜を除去し、さらに、その下の酸化膜3302を取り除くと、シ
リコン基板の表面が露出する。図９５に示した例では、このシリコン基板を用いてMOSFET
を形成したものである。ただし、酸化膜3302の厚さが100-200nmあるために、そのままで
は、発光素子を作るシリコン薄膜と、MOSFETを作る基板とには酸化膜に起因した段差が発
生する。そこで、この実施例では、露出したシリコン表面にシリコンの選択的なエピタキ
シャル成長を施し、100-200nmの単結晶シリコン層を成長させた。その結果、段差が大幅
に低減され、発光素子と半導体素子の同時作製が可能となった。
【実施例７】
【０１２５】
　図９６以降を用いて、発光素子とMOSFETなどの電気的な素子を同時に集積化する工程を
記述する。ここでは、図９６に示したように、シリコン酸化膜3302上に単結晶シリコン膜
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3310を形成したSOI基板を用いたが、図９５のように、一部を埋め込み酸化膜3302のない
、シリコン基板を用いる場合も、製造工程に大きな違いは無い。
まず、図９７に示したように、各素子間を電気的に絶縁分離する素子分離酸化膜3326を形
成する。この工程には、公知のシリコン溝加工、シリコン酸化、シリコン酸化膜の埋め込
み、研磨などのシリコン微細加工技術を用いる。図９７では、発光領域が形成される領域
（左の単結晶シリコン領域）と、第１導電型のMOSFETが形成される領域（中央の単結晶シ
リコン領域）、および、第２導電型のMOSFETが形成される領域（右の単結晶シリコン領域
）を形成した場合を示した。
【０１２６】
　次に、まず、発光素子の作製を行う、図９８に示したように、第1導電型の領域3304を
、公知のイオン注入法で形成し、次に、この第1導電型の内部に、第２導電型の領域3303
を、これも同様にイオン注入を用いて形成する。具体的には、第1導電型の領域3304には
、砒素を1015/cm2程度で、また、第２導電型の領域3304には、ボロンを1015/cm2程度でイ
オン注入した。 
　次に、図９９に示したように、第1導電型MOSFETの基板となる領域3324をイオン注入で
作り、さらに、第2導電型MOSFETの基板となる領域3325をイオン注入で作る。具体的には
、第1導電型MOSFETの基板となる領域3324にはリンを1013/cm2程度で、また、第2導電型MO
SFETの基板となる領域3325には、ボロンを1013/cm2程度で注入した。
次に、図１０６に示したように、発光領域となる第1、第2導電型の界面近傍のシリコン膜
を薄くするために、シリコンの酸化を行う。この際、酸化した領域だけが開口したシリコ
ン窒化膜3313を堆積する（図１００）。これを、1000℃程度の、水蒸気を含む酸化炉に挿
入して、40nm程度だけシリコン薄膜を酸化すると、約80nmの酸化膜が成長し、かつ、10nm
程度の単結晶シリコン領域が残る（図１０１）。
【０１２７】
　次に、MOSFETの製造に入る。図１０２に示したように、MOSFETのゲート酸化膜3327を、
公知のシリコン酸化法を用いて成長させる。膜厚は2nm程度とした。
次に、MOSFETのゲート電極を形成するために、まず、基板全面に多結晶シリコンを堆積す
る。膜厚は250nm程度である。これを、図１０３に示したように、MOSFETのゲート電極形
状に加工する3328。加工寸法は90nm程度である。この際、ゲート電極の加工は、2nm程度
の薄いゲート酸化膜上で止まるようにしなければならない。
【０１２８】
　次に、MOSFETのソース・ドレインとなる拡散層を形成するために、それぞれのゲート電
極3328をマスクとして、基板とは導電型の異なる不純物を注入する。図１０４の中央に示
したMOSFETの場合、基板はリンを含んでいるので、拡散層にはボロンを注入する。不純物
の注入量は1015/cm2程度である。一方、右のMOSFETでは、基板にはボロンが含まれている
ので、拡散層にはリン、もしくは、砒素を注入する。注入量はこちらも1015/cm2程度であ
る。この際、それぞれの不純物がゲート電極にも注入されて、ゲート電極の低抵抗化、な
らびに、仕事関数が決定される。
【０１２９】
　次に、拡散層やゲート電極、さらには、発光素子において、酸化膜で覆われていない領
域をシリサイド化する前段階として、図１０５に示したように、ゲート電極の側壁にのみ
、側壁絶縁膜を形成する。このためには、まず、基板全面に公知の化学的気相成長法を用
いてシリコン酸化膜もしくはシリコン窒化膜を堆積し、これに、公知の異方性ドライエッ
チングを施すと、図１０５に示したように、矩形のゲート電極の側壁にのみ、側壁絶縁膜
3333が残る。
【０１３０】
　側壁絶縁膜の形成工程で露出したシリコン表面を洗浄した後、金属を20-30nm程度堆積
する。堆積した金属は、チタン、コバルト、ニッケルなどである。そして、450℃程度の
熱処理を施すと、シリコンと金属の反応が進行し、金属の珪化物（シリサイド）3306が形
成させる。このシリサイドは、シリコンが露出した部分にのみ形成させるので、側壁絶縁



(25) JP 4996938 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

膜3333で覆われたゲート電極の側壁や、発光素子において発光部領域を覆うシリコンの酸
化膜上には形成されない。これらの部分は、金属のままである。この未反応の金属部分は
、過酸化水素を含む溶液で除去されるために、最終的には、図１０６に示したように、シ
リコンと接する部分にのみ、シリサイドが形成される。ただし、このままではシリサイド
の抵抗が高いので、これに、750℃程度の熱処理を施し、低抵抗化する。これによって、
抵抗の高かったゲート電極や拡散層が低抵抗化され、MOSFETや発光素子の低電圧動作が可
能となる。
【０１３１】
　次に、図１０７に示したように、発光素子とMOSFETを覆うように、層間絶縁膜3334を堆
積し、これを、研磨することで平坦化する。
次に、図１０８に示したように、発光領域の上部に、光の導波路3321を、既に述べたよう
な方法で作製する、そして、その導波路を、より屈折率の小さな絶縁膜で覆い、平坦化し
た後に、図１０９に示したように、配線とMOSFETの拡散層やゲート電極、さらには、発光
素子のシリコン領域とを接続するための、金属プラグを形成する。金属プラグの形成は、
まず、層間膜にコンタクト穴を開口し、これを金属で埋め戻し、さらに、層間絶縁膜の表
面に付いた金属膜を研磨で削り落とすという方法で形成できる。
次に。図１１０に示したように、配線をアルミニュームなどを用いて行い、図１１１のよ
うに、発光部の支持基板に開口部を設けて、光の反射板となる金属を形成して、本光電子
集積回路の製造が完了する。
【図面の簡単な説明】
【０１３２】
【図１Ａ】発光素子の原理の説明をするためのシリコンのバルク状態でのバンド構造。
【図１Ｂ】発光素子の原理の説明をするためのシリコンの薄膜状態またはゲート電界印加
状態でのバンド構造。
【図２】発光素子の原理を実証する実験データ。極薄シリコン層からの発光強度。
【図３】発光素子の原理を実証する実験データ。極薄シリコン層からの発光波長。
【図４Ａ】発光素子の原理にもとづく発光波長の極薄シリコン層膜厚依存性。
【図４Ｂ】発光素子の原理にもとづく発光波長・強度の極薄シリコン層膜厚依存性。
【図５Ａ】発光原理を検証する発光ダイオード製造工程順を示す断面図。
【図５Ｂ】発光原理を検証する発光ダイオード製造工程順を示す断面図。
【図５Ｃ】発光原理を検証する発光ダイオード製造工程順を示す断面図。
【図５Ｄ】発光原理を検証する発光ダイオード製造工程順を示す断面図。
【図５Ｅ】発光原理を検証する発光ダイオード製造工程順を示す断面図。
【図５Ｆ】発光原理を検証する発光ダイオード製造工程順を示す断面図。
【図５Ｇ】発光原理を検証する発光ダイオード製造工程順を示す断面図。
【図５Ｈ】発光原理を検証する発光ダイオード製造工程順を示す断面図。
【図６Ａ】発光原理を検証する発光ダイオード製造工程順を示す上部からみた図。
【図６Ｂ】発光原理を検証する発光ダイオード製造工程順を示す上部からみた図。
【図６Ｃ】発光原理を検証する発光ダイオード製造工程順を示す上部からみた図。
【図６Ｄ】発光原理を検証する発光ダイオード製造工程順を示す上部からみた図。
【図６Ｅ】発光原理を検証する発光ダイオード製造工程順を示す上部からみた図。
【図６Ｆ】発光原理を検証する発光ダイオード製造工程順を示す上部からみた図。
【図６Ｇ】発光原理を検証する発光ダイオード製造工程順を示す上部からみた図。
【図６Ｈ】発光原理を検証する発光ダイオード製造工程順を示す上部からみた図。
【図７】発光原理を検証する発光ダイオードの断面図。
【図８】発光原理を検証する発光ダイオードの発光検証実験の説明図。
【図９Ａ】発光原理を検証する発光ダイオードの発光写真。
【図９Ｂ】本発光原理を検証する発光ダイオードの発光写真。
【図９Ｃ】発光原理を検証する発光ダイオードの発光写真。
【図９Ｄ】発光原理を検証する発光ダイオードの発光写真。
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【図９Ｅ】発光原理を検証する発光ダイオードの発光写真。
【図９Ｆ】発光原理を検証する発光ダイオードの発光写真。
【図１０Ａ】発光原理を検証する発光ダイオードの発光写真。
【図１０Ｂ】発光原理を検証する発光ダイオードの発光写真。
【図１０Ｃ】発光原理を検証する発光ダイオードの発光写真。
【図１０Ｄ】発光原理を検証する発光ダイオードの発光写真。
【図１０Ｅ】発光原理を検証する発光ダイオードの発光写真。
【図１０Ｆ】発光原理を検証する発光ダイオードの発光写真。
【図１１】本発明による実施例１の集積発光素子を説明する平面レイアウト。
【図１２】本発明による実施例１の受光素子を説明する平面レイアウト。
【図１３】本発明による実施例１の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図１４】本発明による実施例１の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図１５】本発明による実施例１の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図１６】本発明による実施例１の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図１７】本発明による実施例１の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図１８】本発明による実施例１の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図１９】本発明による実施例１の集積発光素子のその他の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図２０】本発明による実施例１の集積発光素子のその他の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図２１】本発明による実施例１の集積発光素子のその他の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図２２】本発明による実施例１の集積発光素子のその他の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図２３】本発明による実施例１の受光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図２４】本発明による実施例１の受光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図２５】本発明による実施例１の受光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図２６】本発明による実施例１の受光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図２７】本発明による実施例１の受光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図２８】本発明による実施例１の導波路の製造工程を説明する断面構造図。
【図２９】本発明による実施例１の導波路の製造工程を説明する断面構造図。
【図３０】本発明による実施例１の導波路のその他の製造工程を説明する平面レイアウト
図。
【図３１】本発明による実施例１の導波路のその他の製造工程を説明する断面構造図。
【図３２】本発明による実施例１の導波路のその他の製造工程を説明する断面構造図。
【図３３】本発明による実施例１の導波路のその他の製造工程を説明する断面構造図。
【図３４】本発明による実施例１の導波路のその他の製造工程を説明する断面構造図。
【図３５】本発明による実施例１の導波路のその他の製造工程を説明する断面構造図。
【図３６】本発明による実施例１の導波路のその他の製造工程を説明する断面構造図。
【図３７】本発明による実施例１の集積発光素子、導波路および受光素子と従来多層配線
の集積を説明する断面構造図。
【図３８】本発明による実施例１の集積発光素子、導波路および受光素子と従来多層配線
の集積を説明する断面構造図。
【図３９】本発明による実施例１の集積発光素子、導波路および受光素子と従来多層配線
を集積する製造工程を説明する断面構造図。
【図４０】本発明による実施例１の集積発光素子、導波路および受光素子と従来多層配線
を集積する製造工程を説明する断面構造図。
【図４１】本発明による実施例１の集積発光素子、導波路および受光素子と従来多層配線
を集積する製造工程を説明する断面構造図。
【図４２】本発明による実施例１の集積発光素子、導波路および受光素子と従来多層配線
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を集積する製造工程を説明する断面構造図。
【図４３】本発明による実施例１のその他の集積発光素子を説明する平面レイアウト。
【図４４】本発明による実施例１のその他の集積発光素子を説明する平面レイアウト。
【図４５】本発明による実施例１のその他の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図４６】本発明による実施例１のその他の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図４７】本発明による実施例１のその他の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図４８】本発明による実施例１のその他の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図４９】本発明による実施例１のその他の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図５０】本発明による実施例１のその他の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図５１】本発明による実施例１のその他の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図５２】本発明による実施例１のその他の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図５３】本発明による実施例１のその他の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図５４】本発明による実施例１のその他の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図５５】本発明による実施例１のその他の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図５６】本発明による実施例１のその他の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図５７】本発明による実施例１のその他の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面
構造図。
【図５８】本発明による実施例２の集積発光素子を説明する平面レイアウト。
【図５９】本発明による実施例２の集積発光素子を説明する素子断面構造図。
【図６０】本発明による実施例２の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図６１】本発明による実施例２の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図６２】本発明による実施例２の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図６３】本発明による実施例２の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図６４】本発明による実施例２の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図６５】本発明による実施例２の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図６６】本発明による実施例２の集積発光素子、導波路、受光素子を集積した構造を説
明する素子断面構造図。
【図６７】本発明による実施例２の集積発光素子、導波路、受光素子を集積した構造を説
明する素子断面構造図。
【図６８】本発明による実施例２の集積発光素子、導波路、受光素子を集積した構造を説
明する素子断面構造図。
【図６９】本発明による実施例３の集積発光素子構造を説明する素子断面構造図。
【図７０】本発明による実施例３の集積発光素子構造を説明する平面レイアウト図。
【図７１】本発明による実施例３の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図７２】本発明による実施例３の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図７３】本発明による実施例３の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図７４】本発明による実施例３の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図７５】本発明による実施例３の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。



(28) JP 4996938 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

【図７６】本発明による実施例３の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図７７】本発明による実施例３の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図７８】本発明による実施例３の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図７９】本発明による実施例３の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図８０】本発明による実施例３の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図８１】本発明による実施例３の集積発光素子の製造工程を説明する素子断面構造図。
【図８２】本発明による実施例３の集積発光素子構造を説明する平面レイアウト図。
【図８３】本発明による実施例４の集積発光素子および導波路を説明する断面構造図。
【図８４】本発明による実施例４の集積発光素子および導波路を説明する平面レイアウト
図。
【図８５】本発明による実施例４の集積発光素子、導波路および受光素子を説明する断面
構造図。
【図８６】本発明による実施例５の集積発光素子および導波路を説明する断面構造図。
【図８７】本発明による実施例５の集積発光素子および導波路を説明する断面構造図。
【図８８】本発明による実施例５の集積発光素子および導波路を説明する断面構造図。
【図８９】本発明による実施例５の集積発光素子および導波路を説明する断面構造図。
【図９０】本発明による実施例５の集積発光素子および導波路を説明する断面構造図。
【図９１】本発明による実施例５の集積発光素子および導波路を説明する断面構造図。
【図９２】本発明による実施例５の集積発光素子および導波路を説明する断面構造図。
【図９３】本発明による実施例５の集積発光素子および導波路を説明する断面構造図。
【図９４】本発明による実施例６の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造を説明
する断面構造図。
【図９５】本発明による実施例６の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造を説明
する断面構造図。
【図９６】本発明による実施例７の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造の製造
工程を説明する断面構造図。
【図９７】本発明による実施例７の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造の製造
工程を説明する断面構造図。
【図９８】本発明による実施例７の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造の製造
工程を説明する断面構造図。
【図９９】本発明による実施例７の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造の製造
工程を説明する断面構造図。
【図１００】本発明による実施例７の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造の製
造工程を説明する断面構造図。
【図１０１】本発明による実施例７の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造の製
造工程を説明する断面構造図。
【図１０２】本発明による実施例７の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造の製
造工程を説明する断面構造図。
【図１０３】本発明による実施例７の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造の製
造工程を説明する断面構造図。
【図１０４】本発明による実施例７の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造の製
造工程を説明する断面構造図
【図１０５】本発明による実施例７の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造の製
造工程を説明する断面構造図。
【図１０６】本発明による実施例７の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造の製
造工程を説明する断面構造図。
【図１０７】本発明による実施例７の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造の製
造工程を説明する断面構造図。
【図１０８】本発明による実施例７の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造の製
造工程を説明する断面構造図。
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【図１０９】本発明による実施例７の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造の製
造工程を説明する断面構造
【図１１０】本発明による実施例７の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造の製
造工程を説明する断面構造図。
【図１１１】本発明による実施例７の集積発光素子、導波路とＣＭＯＳとの集積構造の製
造工程を説明する断面構造図。
【符号の説明】
【０１３３】
1…シリコン基板、
2…埋め込み酸化膜(BOX)、
3…Silicon On Insulator（SOI）層、
4…酸化シリコン膜、
5…P型不純物注入領域、
6…N型不純物注入領域、
7…シリコン窒化膜、
8…二酸化シリコン膜、
9…p型SOI領域、
10…n型SOI領域、
11…p型極薄シリコン領域、
12…n型極薄シリコン領域、
13…断面、
14…断面、
15…探針、
16…探針、
17…発光、
18…ノンドープ・シリコン・パッド、
19…ノンドープ・シリコン・パッド、
20…ノンドープ・シリコン・パッド、
21…ノンドープ・シリコン・パッド、
22…極薄ノンドープ・シリコン、
23…探針、
24…探針、
1150,1152,1160,1550,1560,1650,1651,1750,1850,1855,1860、…マスクパターン、
1155…活性領域、
1100,1103,1120…単結晶シリコン、
1121…シリコンゲルマニウム結晶、
1200,1300,1210,1310…不純物拡散層、
1400…集積発光素子、
1410…受光素子、
1500,1510…導波路、
1201,1202,1203,1204,1205,1206,1240…シリコン、
1600、1601、1602…金属層、
1555、1800…ホトレジスト、
1900,1905,1910,1920,1930,1931,1932,1960,1962…シリコン酸化膜、
1961,1963,1981,1982,1983,1985,1986…シリコン窒化膜、
1970,1971…ＨＲ膜、
1990…ＡＲ膜、
3301,3310…単結晶シリコン、
3302,3305,3326,3327…シリコン酸化膜、
3303,3304,3329,3330…半導体領域、
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3306…シリサイド、
3307,3331,3332…金属層、
3311,3312…フォトレジストパターン、
3313、3317…シリコン窒化膜、
3318…発光素子、
3319…受光素子、
3320,3334…層間絶縁膜、
3321…導波路、
3322…側壁膜、
3323…ガラス、
3324,3325…シリコン薄膜、
3328…ゲート電極、
3333…側壁絶縁膜。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図２】
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